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新

旧

対

照

条

文

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）

（
抄
）

◎

改

正

案

現

行

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労

働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

一
～
六
十
八

（
略
）

一
～
六
十
八

（
略
）

六
十
九

ヒ
ト
Ｉ
Ｌ
―

製
剤
を
用
い
た
心
筋
保
護
療
法

Ｓ
Ｔ
上
昇
型
急
性
心

（
新
設
）

11

筋
梗
塞
（
再
灌
流
療
法
を
施
行
す
る
場
合
に
限
る
。
）

か
ん

七
十

重
粒
子
線
治
療

前
立
腺
が
ん
（
遠
隔
転
移
し
て
お
ら
ず
、
Ｄ
‘
Ａ
ｍ
ｉ

（
新
設
）

ｃ
ｏ
分
類
で
高
リ
ス
ク
群
と
診
断
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）


